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                          2023/07/15 

        「御殿場自治会 7月度月例会」（議題） 

 

１） 藤方第２雨水幹線工事の住民説明会の開催の件 

 

＊ 開催日： 7月 22日（土） 15時 30分 受付開始 

                 16時 00分 説明会 開始 

＊ 会場の設営： 7月 21日（金） 16時～  （下水道局職員＆自治会役員） 

   プロジェクター、スクリーン、椅子の配列、受付、換気、その他 

＊ 説明用資料等の準備： 津市下水道局 職員 

＊ 水路沿いの居住者に関しては特別の案内状を津市から個別に配布願った。 

（此れには自治会長からの一文も添付した。 但し、配布先は津市が知れば良い事で

あり、自治会は関与せず） 

 

２） 第 70回津市花火大会 2023（荒天順延） 

 

＊  花火打ち上げ時間： 午後 8時～9時（1時間） 昨年は 30分間であった。 

＊  交通規制が行われます。 特に、御殿場の聾学校前の（東～西に走る）道路は、18

時 30分～22時 30分の間 一方通行（東～西方向のみの通行） 

＊  昨年同様、御殿場自治会集会所は警察官の詰所として使用されます。  

16時～23時の間：自治会役員が詰所の留守番を必要とします。 

    16時～23時： 平中、 古谷、 井村、の 3名が交替で担当願います。 

    16時～19時 30分： 平中、古谷   19時 30分～23時：平中、井村 

    集会所管理責任者の粉川： 冷えたお茶（24本：警察官への差し入れ） 

 17時 30分～18時 30分の間にお弁当 5人分調達：福田、粉川 

      註） 上記は（案）であり、不都合が有れば調整する。 

 

３） 海上アスレチック「御殿場ウォター亀ハウス」が 7月 8日オープンした 

 

＊  FEMIE社が、三重県の許認可を得て 7月 8日にオープンした。 

＊  県は地元への事業説明や承諾も得ない申請を、無条件に認可した。 

＊  我々地元は、津市に「御殿場をレクレーションセンターとしてもっと投資して欲しいと

要望していた。  その意味では、心情的には”Welcome”であった。 

＊ ところが、何も知らされず、説明すらにない状態で、突然、海に、素晴らしいアスレチッ

ク場が建設されると、住民感情としては甚だ複雑な心境に成る。 
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＊ 津市は、許認可権は県が有って、県が認可したのだから、何の問題も無い。という態

度であった。  津市は県に全ての責任を負わせ、御殿場の発展に寄与することだ、

良い事だと、無条件に本計画を祝う立場をとった。 （大きな不信感を抱いている） 

＊ 地元の代表としての自治会特に自治会長は、穏便で、住民も、文句を言っている方々

にも納得のいく落としどころを、模索した。 

＊ 結果は、浜洲の理事長と、若林社長からの「御殿場の皆様へ」の詫び状と今後の地

元貢献等の内容文で決着した。  今は、総て順調で何の問題も無い。 その後、苦

情の電話は無い。   

＊ 県の事業許認可条件については、県と話を詰めて置く必要がある。 県は、地元への

説明は終わっているものとの前提の許認可権の行使で有ったと思う。 ボタンの掛け

損ないが、お互いに実に嫌な思いをした一件であった。  

＊ 浜洲の諏訪理事長、及び若林社長と、平中で完全な和解をした。 私はそう思ってい

る。 

＊ 津市は本件に関して何をしてくれたのか？ 今もって、観光振興課の誠意ある対応に

は感謝している。  

 

４） 敬老事業対象者名簿を受領した（令和 6年 3月 31日現在 75歳以上） 

 

＊ 津市の敬老事業対象者名簿を受領した。  

＊   藤水地区自治会連合会（10自治会） 

     対象者総計： 669名 

    御殿場自治会： 107名 

註） 現在、何を持って敬老祝いを行うか？ 議論し、調査をしている。 

 

５） 「プレミアムＧ１第 37回レディースチャンピオン大会」開催 

    

＊ 津市長とモーターボート競走会事務局から、レターで開始通知を受け取りました。 

＊ 8月 1日（火）～6日（日）の 6日間の開催だそうです。 宜しくお願い致します。 

 

６） 令和 8年秋に「県立聾学校は移転」の予定です 

 

＊ ご承知の様に同校は、「津市の指定避難所」なのです。 

＊ 移転後の指定避難所は、津市防災課では、「津モーターボート競争所」（現在は地震

津波避難ビル）を予定している様です。 

＊ 県会議員、市会議員殿に依頼し、パナソニック社を指定避難所にお願いしています。 
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＊ 常時、交代勤務で稼働している工場を「指定避難所に指定できるか？」 ハードルは

高そうですが、頑張って理解を得たいと思っています。 

＊ 現在、地震津波避難ビルに指定されているのは、 

①  パナソニック社  ② 三愛物産（株）三重支社 ③ 津モーターボート競争場 

     です。    

 

７） 御殿場自治会から、津市への要望事項として 3件提出していました。 

①  聾学校の移転に伴って、無くなる指定避難所をどうするか？ 

②  藤方第 2雨水幹線工事に関する住民説明会の開催の件。 

③  御殿場海岸へのレクレーションセンターとしての設備投資を・・！ 

     

① 及び②は、順調に進捗している。  ③については、海上アスレチック設備、及びビー

チバレーボール大会開催で、順調に進んでいる。  従って、本年度の要望事項とし

ては却下した。  しかし、御殿場は「楯干し」と「潮干狩り」それに「美しい海水浴場」

が観光基盤であった。 楯干、潮干狩りを如何復活させるか？ 基盤の再生を大きな

テーマとして新たに要望していく積りである。  ご意見をお聞かせ下さい。 

 

                                               以上」 

      

文責：平中 怜 

 

      ******************  MEMO   ****************** 


